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発委第３号

長久手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定につい

て

長久手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を別紙のとおり定めるも

のとする。

令和５年１１月９日提出

提 出 者

長久手市議会議会運営委員会委員長 山田けんたろう

説 明

この案を提出するのは、地方自治法の一部改正に伴い、長久手市議会におけ

る議員個人による請負の状況の透明性を確保するために必要な事項を定めるた

め必要があるからである。
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別紙

長久手市条例第 号

長久手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、長久手市議会議員（以下「議員」という。）が長久手市に

対し請負（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９２条の２に規定する

請負をいう。以下同じ。）をする者又はその支配人である場合における請負の

状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の

運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

（報告）

第２条 議員は、毎年６月１日から同月３０日までの間（当該期間内に任期満

了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期

満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再

び議員となった日から起算して３０日を経過する日までの間）に、当該６月

３０日の属する会計年度の前会計年度（議員である期間に限る。第１号エに

おいて同じ。）における長久手市に対する請負（当該前会計年度において支払

を受けたものに限る。）について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなけ

ればならない。

(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

ア 請負の対象とする役務、物件等

イ 契約締結日

ウ 契約金額（契約金額が定められている請負に限る。）

エ 当該６月３０日の属する会計年度の前会計年度において支払を受け

た総額

(2) 前号エに掲げる総額の合計額

２ 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当

該訂正の内容を届け出なければならない。

（報告の一覧の作成及び公表）

第３条 議長は、前条第１項の規定による報告（同条第２項の規定による訂正

があった場合にあっては、当該訂正後の報告）の一覧を作成し、公表しなけ
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ればならない。

（報告等の保存及び閲覧等)

第４条 第２条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべ

き期限の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲

覧又は写しの交付を請求することができる。

３ 前項の規定による写しの交付の請求は、別に議長が定めるものにより行わ

なければならない。この場合において、写しの作成及び送付に要する費用は、

当該請求をした者の負担とし、次の表に定める額とする。

（委任）

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、令和５年４月１日に始まる会計年度にお

ける請負から適用する。

区分 単位 金額

手数料 － 無料

複写機により複写したもの（日本産業規格

Ａ列３番の大きさまでのものに限る。）

１枚につき 白黒 １０円

カラー５０円

光ディスク（ＣＤ－Ｒ記憶容量７００メガ

バイト）に複写したもの

１枚につき ７０円



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和５年１１月９日(木)午前１０時開議

第１ 諸般の報告

議案の提出について

第２ 認定第１号から認定第８号まで及び議案第４３号から議案第５０号まで並

びに請願第１号

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

第３ 発委第３号長久手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定につ

いて

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、討論採決）

令和５年第３回長久手市議会定例会議事日程（第６号）



月 日付 曜日 会期23日間 月 日付 曜日 会期31日間

4 木 18 月

5 金 19 火

6 土 20 水 10：00　正副二役打合せ

7 日 21 木
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

8 月 22 金

9 火 23 土

10 水 24 日

11 木 10：00　臨時会 25 月

12 金 予備日 26 火

13 土 27 水 通告受付

14 日 28 木 通告締切り

15 月 29 金

16 火 30 土

17 水 1 日

18 木 2 月

19 金 3 火 10：00　議会運営委員会

20 土 4 水

21 日 5 木

22 月 6 金

23 火 7 土

24 水 8 日

25 木 9 月

26 金 10 火 10：00　開会日

27 土 11 水
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

28 日 12 木 休会日

29 月 13 金 休会日

30 火 10：00　正副二役打合せ 14 土

31 水
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

15 日

1 木 16 月 9:30　常任委員会

2 金 17 火

3 土 18 水

4 日 19 木

5 月 20 金 予備日

6 火 通告受付 21 土

7 水 通告締切り 22 日

8 木 23 月 予備日

9 金 24 火 休会日

10 土 25 水 休会日

11 日 26 木 休会日

12 月 10：00　議会運営委員会 27 金 9：30　一般質問

13 火 28 土

14 水 29 日

15 木 10：00　開会日 30 月 9：30　一般質問

16 金
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

31 火 9：30　一般質問

17 土 1 水 予備日

18 日 2 木 9:30　予算決算委員会

19 月 9:30　常任委員会 3 金

20 火 4 土

21 水 5 日

22 木 休会日 6 月 予備日

23 金 9:30　常任委員会 7 火 10：00　議会運営委員会

24 土 8 水 休会日

25 日 9 木 　10：00　閉会日

26 月 予備日 10 金

27 火 9：30　一般質問

28 水 9：30　一般質問

29 木 9：30　一般質問

30 金 予備日

1 土

2 日

3 月 9：30　予算決算委員会

4 火 予備日

5 水 10：00　議会運営委員会

6 木 休会日

7 金 　10：00　閉会日

令和５年度　市議会年間会期日程案

第１回臨時会・第２回定例会会期日程（案） 第３回定例会会期日程（案）

５月

９月

10月

６月

11月

７月



月 日付 曜日 会期22日間 月 日付 曜日 会期30日間

13 月 3 土

14 火 4 日

15 水 5 月 10：00　正副二役打合せ

16 木 10：00　正副二役打合せ 6 火
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

17 金
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

7 水

18 土 8 木

19 日 9 金

20 月 10 土

21 火 11 日

22 水 通告受付 12 月

23 木 13 火 通告受付

24 金 通告締切り 14 水 通告締切り

25 土 15 木

26 日 16 金

27 月 17 土

28 火 10：00　議会運営委員会 18 日

29 水 19 月 10：00　議会運営委員会

30 木 10：00　開会日 20 火

1 金
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

21 水 10：00　開会日

2 土 22 木
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

3 日 23 金

4 月 9:30　常任委員会 24 土

5 火 25 日

6 水 26 月 9:30　常任委員会

7 木 27 火

8 金 予備日 28 水

9 土 29 木

10 日 1 金 予備日

11 月 9：30　一般質問 2 土

12 火 9：30　一般質問 3 日

13 水 9：30　一般質問 4 月 予備日

14 木 予備日 5 火 9：30　一般質問

15 金 9:30　予算決算委員会 6 水 休会日

16 土 7 木 9：30　一般質問

17 日 8 金 9：30　一般質問

18 月 予備日 9 土

19 火 10：00　議会運営委員会 10 日

20 水 休会日 11 月 予備日

21 木 10：00　閉会日 12 火 休会日

22 金 13 水 9:30　予算決算委員会

14 木 予備日

15 金 10：00　議会運営委員会

16 土

17 日

18 月 休会日

19 火 休会日

20 水

21 木 10：00　閉会日

22 金

第４回定例会会期日程（案） 第１回定例会会期日程（案）

※定例会及び臨時会の会期日程については、あくまでも（案）です。各定例会（臨時会）の一つ前の定例会の２回目の議
会運営委員会で正式に決定します。

11月

２月

１２月

３月



月 日付 曜日 会期26日間 月 日付 曜日 会期31日間

2 月 15 月 10：00　正副二役打合せ

3 火 16 火
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

4 水 17 水

5 木 18 木

6 金 10：00　正副二役打合せ 19 金

7 土 20 土

8 日 21 日

9 月
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

22 月 通告受付

10 火 23 火 通告締切り

11 水 24 水

12 木 25 木 10：00　議会運営委員会

13 金 26 金

14 土 27 土

15 日 28 日

16 月 10：00　臨時会 29 月 10：00　開会日

17 火 予備日 30 火
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

18 水 31 水 休会日

19 木 1 木 休会日

20 金 2 金 休会日

21 土 3 土

22 日 4 日

23 月 10：00　正副二役打合せ 5 月 9:30　常任委員会

24 火
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

6 火

25 水 7 水

26 木 8 木

27 金 9 金 予備日

28 土 10 土

29 日 11 日

30 月 12 月 予備日

31 火 通告受付 13 火 休会日

1 水 通告締切り 14 水 9：30　一般質問

2 木 15 木 9：30　一般質問

3 金 16 金 9：30　一般質問

4 土 17 土

5 日 18 日

6 月 19 月

7 火 10：00　議会運営委員会 20 火 予備日

8 水 21 水 9:30　予算決算委員会

9 木 10：00　開会日 22 木 予備日

10 金
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

23 金

11 土 24 土

12 日 25 日

13 月 9:30　常任委員会 26 月 10：00　議会運営委員会

14 火 27 火 休会日

15 水 28 水 10：00　閉会日

16 木 29 木

17 金 予備日 30 金

18 土

19 日

20 月 予備日

21 火 9：30　一般質問

22 水 9：30　一般質問

23 木 休会日

24 金 9：30　一般質問

25 土

26 日

27 月 予備日

28 火 9:30　予算決算委員会

29 水 予備日

30 木 10：00　議会運営委員会

1 金 休会日

2 土

3 日

4 月 　10：00　閉会日

令和４年度　市議会年間日程案

第１回臨時会・第２回定例会会期日程（案） 第３回定例会会期日程（案）

７月

５月

８月

９月

６月



月 日付 曜日 会期26日間 月 日付 曜日 会期25日間

7 月 30 月

8 火 9：00　正副二役打合せ 31 火

9 水
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

1 水

10 木 2 木 10：00　正副二役打合せ

11 金 3 金

12 土 4 土

13 日 5 日

14 月 6 月
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

15 火 通告受付 7 火

16 水 通告締切り 8 水

17 木 9 木

18 金 10 金

19 土 11 土

20 日 12 日

21 月 10：00　議会運営委員会 13 月 通告受付

22 火 14 火 通告締切り

23 水 15 水

24 木 10：00　開会日 16 木

25 金
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

17 金 10：00　議会運営委員会

26 土 18 土

27 日 19 日

28 月 休会日 20 月

29 火 9:30　常任委員会 21 火 10：00　開会日

30 水 22 水
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

1 木 23 木

2 金 24 金 9:30　常任委員会

3 土 25 土

4 日 26 日

5 月 予備日 27 月 9:30　常任委員会

6 火 予備日 28 火

7 水 9：30　一般質問 1 水

8 木 9：30　一般質問 2 木 予備日

9 金 9：30　一般質問 3 金 予備日

10 土 4 土

11 日 5 日

12 月 予備日 6 月 9：30　一般質問

13 火 9:30　予算決算委員会 7 火 休会日

14 水 予備日 8 水 9：30　一般質問

15 木 10：00　議会運営委員会 9 木 9：30　一般質問

16 金 休会日 10 金 予備日

17 土 11 土

18 日 12 日

19 月 10：00　閉会日 13 月 9:30　予算決算委員会

20 火 14 火 予備日

21 水 15 水 10：00　議会運営委員会

22 木 16 木 休会日

23 金 17 金 10：00　閉会日

第４回定例会会期日程（案） 第１回定例会会期日程（案）

※定例会及び臨時会の会期日程については、あくまでも（案）です。各定例会（臨時会）の一つ前の定例会の２回目の
議会運営委員会で正式に決定します。

１月

11月

２月

１２月

３月


